
自動車アセスメントの概要

○フルラップ前面衝突試験 ○オフセット前面衝突試験

○側面衝突試験

○歩行者頭部保護性能試験

自動車アセスメント

安全性能の比較情報を★の数等にて分かりやすく提供

自動車アセスメント

歩行者脚部保護性能試験

平成２０年度：カーテンエアバッグの保護性能評価及び装備状況を特記

平成２１年度：後席シートベルトの使用性等評価、後席乗員の保護性能評価、衝突時

の乗員頸部の保護性能評価

平成２３年度：新たな衝突安全性能総合評価、歩行者脚部保護性能試験、電気自動車

等の感電保護性能評価

平成２６年度：予防安全性能評価（衝突被害軽減ブレーキ性能（AEBS）【対車両】、

車線逸脱警報装置性能（LDWS））

平成２７年度：後方視界情報提供装置評価を新規導入

平成２８年度：衝突被害軽減ブレーキ性能（AEBS）【対歩行者】（予定）

平成２９年度以降：夜間歩行者事故対策（灯火器、AEBS等）、総合安全性能評価の見

直し（予定）

自動車アセスメントの充実

○後面衝突頚部保護

○歩行者脚保護性能試験

自動車等の安全性能評価を公表し、自動車ユーザーが安全性の高い自動車等を選択しやすい環境を整備するとともに、メーカー

に対しより安全な製品の開発を促すことによって、安全な自動車等の普及促進を図る自動車アセスメント事業を実施している。

衝突被害軽減ブレーキ 車線逸脱警報装置 後方視界情報提供装置

6kh3x78n6sjp
テキストボックス
９



チャイルドシートアセスメント

各市区町村や自動車販売店の他、小児科、産婦人科等幅広い場所に年間約５０万部を
配布し、その周知に努めている。
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≪先進安全自動車（ＡＳＶ）とは≫

先進安全自動車（ＡＳＶ）の開発・実用化・普及促進

○「先進安全自動車（ＡＳＶ）」とは、先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車である。

○「ＡＳＶ推進計画」は、ＡＳＶに関する技術の開発・実用化・普及を促進するプロジェクトであり、平成３年度から実施している。

≪先進安全自動車（ＡＳＶ）推進計画について≫
○「ＡＳＶ推進計画」を円滑に進めるために、産学官が連携した「ＡＳＶ推進検討会」を設置し、ＡＳＶに関する技術の開発・実用化・普及促進に向けた

検討を行っている。

○第５期では、事故削減のため、歩行者保護や高齢者対策等を中心として、ＡＳＶ技術の飛躍的高度化の検討（ドライバー異常時対応システム、ド

ライバーの過信等）を進めるとともに、次世代の通信利用型安全運転支援システム（歩車間通信システム等）の開発促進を図る。

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

平成３～７年度 平成８～12年度 平成13～17年度 平成18～22年度 平成23～27年度

技術的可能性の検討
実用化のための

条件整備

普及促進と

新たな技術開発
事故削減への貢献と挑戦 飛躍的高度化の実現

○開発目標の設定

○事故削減効果の検証

☆ＡＳＶ19台によるデモ

○ＡＳＶ基本理念の策定

○ＡＳＶ技術開発の指針等

策定

○事故削減効果の検証

☆ＡＳＶ35台によるデモ

○運転支援の考え方の策

定

○ＡＳＶ普及戦略の策定

○通信技術を利用した技

術開発の促進

☆ＡＳＶ17台による通信利

用型の実証実験

○交通事故削減効果の評価

手法の検討及び評価の実

施

○通信利用型実用化システ

ム基本設計書の策定

☆ＡＳＶ30台による通信利用

型の公道総合実験

○ＡＳＶ技術の飛躍的高度

化に関する検討

○通信利用型安全運転支

援システムの開発促進

に関する検討

先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車「先進安全自動車（ASV）」
の開発・実用化・普及の促進に取り組んでいる。
より高度、かつ、より広範囲な安全運転の支援を実現し、交通事故削減に大きく貢献することを目指す。
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自動運転への対応状況

自動運転の分類
自動車メーカー
の開発状況

現行法令における取扱い

運転支援型自動運転：緊急時は運転者が操
作
（運転者がいることを前提とした自動運転）

運転支援の高度化
を目指す

・特別な手続きなく、公道走行が可能（※１）

完全自動運転：緊急時もシステムが操作
（運転者が不要な自動運転）

当面目標とはして
おらず、試験走行
の予定もない

・運転者がいることを前提とした現行の自
動車の概念を変えるもの

・今後、技術の進展に伴い相応しい制度
のあり方について検討の必要あり

（参考）
１． 道路交通条約（1949年ジュネーブ条約）では、①車両には運転者がいなければならない、②運転者は適切かつ慎重な方法で運転しなけ
ればならない、と規定されている。

２． 米国のグーグルカーについては、特別な訓練を受けた運転者が運転席にいることを条件に、いくつかの州で試験走行が認められているも
のであり、無人運転は認められていない。

３． 米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）は、現時点では、無人運転技術は存在していないとし、無人運転に関する基準策定も時期尚早とし
ている。（平成25年5月公表）

（※１）トヨタ、ホンダ、日産等の公道走行試験車（車線変更支援システム等を搭載）にナンバー交付済。
（平成25年10月） （平成25年９月）（平成25年7月）

国内における取組み

・国連の「自動運転分科会」において、英国との共同議長とし
て完全自動運転も含め国際基準づくりをリード

・当面、自動運転技術の導入に障壁となっている国際基準の
改正を提案中（※２）

・SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）において、
2020年の東京オリパラを一里塚に自動運転を実用化すべ
く、関係省庁連携して技術開発等を推進

・「自動走行ビジネス検討会」において、自動運転に係る競
争力強化のための課題分析や必要な取組みを検討

（※２）国連規則では時速10km以上での自動操舵は禁止。

国際的な取組み

平成２７年５月 自動車局
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